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 １．保険契約の申込手続きの概要（お手続きの流れ） P 7 

 ２．現場検査 P 14 

 ３．保険証券発行 P 16 

 ４．保険契約の取下げ・解除 P 18 

Ⅲ 参考    

 １．参考書式、記入例 P 19 

 ２．よくあるご質問 P 30 

 この度は「まもりすまいリフォーム保険」のご利用をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

リフォーム保険の事業者登録や保険契約申込につきましては、本手引きをご覧いただき、

お手続きいただきますようお願いいたします。 

ご不明な点は当社コールセンターまでお問い合わせください。 

  ( 住宅保証機構ホームページ  https://www.mamoris.jp/apply/reform/ ） 

事業者のみなさまへ 

https://www.mamoris.jp/apply/reform/
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１. 事業者登録の概要 

 

（１） 事業者登録 

まもりすまいリフォーム保険をご利用いただくためには、事前の事業者登録が必要となります。また、

リフォーム保険では事業者登録のための要件等を、事業者登録の際に確認させていただきます。 

 

（２） 登録有効期間と事業者登録料 

     

① 登録有効期間 

事業者登録の登録有効期間は、リフォーム事業者登録日から１年間です。 

継続してこの保険を利用される場合には、１年ごとに事業者登録更新の手続きが必要です。 

有効期限の３ヶ月前に、当社から事業者登録更新のご案内をお送りします。 

 

 ②事業者登録料 

事業者登録料は、まもりすまい保険（新築住宅の住宅瑕疵担保責任保険）に係る事業者届出等の有

無により、下記のとおりとなります。なお、受領した事業者登録料は返金できません。 

 

 

 

 

 

 

  

 

注1）「まもりすまい保険（新築）」の届出事業者様、「まもりすまい既存住宅保険」または、「ま

もりすまい大規模修繕かし保険」の登録事業者様、当社が認定したリフォーム団体の会員事業者

様等の皆様が対象です。 

 また、「まもりすまいリフォーム保険」の事業者登録申請と同時に「まもりすまい保険（新

築）」等の事業者届出申請を行う場合も対象となります。 

※個人事業主から法人に変更がある場合は、新たに事業者登録が必要となります。 

 

（３） 事業者登録の単位 

 

事業者登録は法人ごとに行い、個人事業主の場合は事業者ごとに行います。 

事業者登録を行った本社以外の支店、営業所ごとに、保険の申込等を希望される場合、事前に支店等の

登録手続きが必要です（登録料不要）。支店等の登録を行っていただくと、支店、営業所ごとに保険契

約申込、保険証券の発行等の申込を行っていただくことができます。 

 

登録区分 事業者登録料 

(税込み)/年 

新規登録 

まもりすまいリフォーム保険のみご利用になる場合 16,500 円 

まもりすまい保険 届出事業者様等の場合注1） 11,000 円 

更新登録 11,000 円 

Ⅰ 事業者登録の手続きについて 

 



                               

 RE-T20250406 

 
 

2 

（４） 登録要件および欠格事由 

 

１）登録要件     

イ．建設業法による建設業許可を受けている事業者 

     ロ．次の条件をともに満たしている事業者 

・３年以上リフォーム工事業を営んでいること 

・リフォーム工事の実施件数が直近３年以内に５件以上あること   

     ハ．次に掲げるいずれかの資格を有する者であって、上記ロの条件を満たす事業者において３年以上

リフォーム工事に従事した経験を持つ者が、代表者または主として工事に従事する事業者 

       ・一級建築士、二級建築士、木造建築士 

       ・一級建築施工管理技士、二級建築施工管理技士 

       ・一級建築大工技能士、二級建築大工技能士 

 

     

２）欠格事由 

 次のいずれかの事由に該当する場合には事業者登録を行うことはできません。また、すでに登録され

ている事業者様については、次のいずれかの事由が生じた場合には登録を抹消します。  

 イ．当該事業者を保険契約者および被保険者とする当社との間の保険契約（まもりすまいリフォーム

保険に係るものに限らない。）において、重大な告知・通知義務違反または不誠実な行為を行っ

た場合 

 ロ．異なる時期に施工した工事において同一原因による事故が多発するなど、技術力が著しく低く保

険の引受けに係る危険が特に大きいと当社が判断する場合 

 ハ．重要な事項に関する虚偽の記載等の不正な手段により事業者登録を行った事業者 

 ニ．過去に上記イからハまでの規定により登録を抹消されてから３年を経過しない場合 

 ホ．建設業法（昭和24 年法律第100 号）第29 条の規定により許可を抹消されてから５年を経過し

ない場合 

 ヘ．公的機関等により悪質事業者として公表されてから５年を経過していない場合 

 ト．暴力団員その他の反社会的勢力の関係者である場合 
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２. 事業者登録申請の手続き 

 

（１）事業者登録の窓口 

事業者登録は、原則としてオンライン申請になります。お申し込みは、当社ホームページより申請を

行ってください。 

なお、事前に以下の（３）事業者登録申請に必要な書類をご準備ください。 

お申込み方法についてご不明な点は、当社コールセンターにお尋ねください。 

■オンライン申請URL 

https://trad-online.mamoris-net.jp/  

 

（２）保険契約の重要事項説明 

まもりすまいリフォーム保険をご利用にあたっては、保険契約の内容等をご理解いただくため、 

「重要事項説明書」を必ずご一読ください。 

保険契約内容等についてご不明な点は、当社コールセンターにお尋ねください。 

 

（３）事業者登録申請に必要な書類 

事業者登録に必要な提出書類は、次のとおりです。 

（◎：必須  ○：該当する場合のみ） 

提出書類 備考 

○ 1）預金口座振替依頼書 注1） 「まもりすまい保険（新築）」等で提出済みの場合 

 不要です。 

○ 2）建設業許可証（写） 

または、国土交通省「建設業者・宅建業者等企業

情報検索システム」の検索結果の画面コピー 

https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/kenset

uKensaku.do 

「まもりすまい保険（新築）」、または「大規模修繕かし   

 保険」の登録事業者様は提出不要です。 

 

○ 3）事業概要申告書（新規用）注1） 建設業の許可がない場合にご提出ください。 

○ 4）支店等届出申請書 注1） 支店等ごとに保険契約申込などのサービスを希望する

場合のみ、ご提出ください。 

○ 5）団体会員であることを証する書面（写） 当社が認定したリフォーム事業者団体に会員登録して

いる事業者様は、団体本部が発行する団体会員である 

ことを証する書面をご提出ください。 

注1）ホームページからダウンロードをお願いします（https://www.mamoris.jp/download/「帳票ダウンロ

ード」）。 
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３. 事業者登録証の発行等 

 

（１）登録審査結果の通知 

 

登録審査を完了後、メールにて審査完了のご案内をいたします。合わせて「受理証」および「「ご利用料

金のご案内」をお送りいたしますので、内容をご確認ください。 

 

 

（２）事業者登録料の振込み 

 

「ご利用料金のご案内」をご確認いただき、２週間以内に事業者登録料をお振込みください。 

事業者登録が完了しませんとリフォーム保険の申込ができませんので、お急ぎになる場合は、出来るだ

け早期にお振込みをお願いします。 

 

（３）まもりすまいリフォームシステムのユーザーID 発行 

 

事業者登録の審査完了後、まもりすまいリフォームシステムのユーザーID をメールでご案内いたします。 

事業者登録証のダウンロードや保険契約申込をオンラインで行っていただく際のユーザーID となります

のでご確認ください。 

     

（４）事業者登録証の発行 

 

事業者登録料の入金を確認後、まもりすまいリフォームシステムより「事業者登録証」をダウンロード

していただくことができます。郵送をご希望の場合は、事業者登録申請の際に、郵送での送付をご希望

ください。 

 

４. 事業者情報の公開 

 

（１）リフォーム事業者一覧のホームページへの公開 

 

  リフォーム事業者様の情報（商号、住所等の基本情報および保険加入実績）は、消費者のみなさまがリフォ

ーム事業者様を選定する際の情報として活用していただくために、事業者登録の際に同意を得たうえで住宅

保証機構のホームページに公開させていただきます。 

 

（２）一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会への情報提供 

 

  （１）で公開に同意いただいた事業者情報につきましては、同じく消費者のみなさまがリフォーム事業者様

を選定する際の情報として活用していただくため、当社より一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会（以下、

「協会」といいます。）へ提供しております。これにより協会においても事業者情報を公開する場合がござい

ますので、ご了承ください。 
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提供例） 

商号、郵便番号、住所、電話番号、FAX 番号、ホームページアドレス、建設業許可番号、まもりすまいリフ

ォーム保険契約件数 

 

５. 登録内容の変更 

 

事業者登録後、登録内容に変更が生じた場合には、変更の手続きをお願いいたします。 

 

（１）変更があった場合に通知が必要な事項 

   

  ・商号、代表者名、郵便番号、住所、電話番号 

  ・引き落とし口座に関する事項 

  ・建設業法の許可内容 

  ・有資格者の情報（（４） 登録要件 1）のハに掲げる資格 2 ページ参照） 

 

（２）提出書類 

    

   以下の書類を当社にご提出ください。 

   下表の「預金口座振替依頼書」以外は、メールまたはＦａｘでご提出ください。 

■メールアドレス ohwmadoguchi@mamoris.jp 

■FAX 03-5733-5380 

 （◎：必須  ○：該当する場合） 

変更項目 提出書類 

◎ 全ての変更事項 

（住所、電話番号等） 

事業者登録申請書（変更） 注１） 

「商号」「代表者名」以外の変更の際は、申請担

当者印でのお手続きができます。 

○ 引落口座の変更、口座名義の変更等 預金口座振替依頼書 注2） 

○ 建設業許可について変更する場合 

・許可の有・無の変更 

・種類の変更 

（例：知事許可から大臣許可に変更等） 

・建設業許可日および許可番号の変更になった

場合等 

建設業許可証（写）  

注１）ホームページからダウンロードをお願いします（https://www.mamoris.jp/download/「帳票ダウンロード」）。 

注2）預金口座振替依頼書は、あらかじめ銀行（ゆうちょ銀行を含む）の「口座確認 振替受領印」をお取り付けいただ

く必要があります。 
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６. リフォーム事業者登録の取り止め等 

 

（１）事業者登録の取り止めを希望する場合 

    

   事業者登録の取りやめをご希望の場合、当社コールセンターへご連絡ください。「事業者届出登録取止申

請書」をお送りしますので、取止め理由等を記入の上、当社までメールまたはＦａｘでご提出ください。 

■メールアドレス ohwmadoguchi@mamoris.jp 

■FAX 03-5733-5380 

 

 

（２）事業者登録が抹消となる場合 

    

   当社が定める欠格事由Ｐ2 2）参照）に該当した場合は、事業者登録が抹消となります。詳細は重要事項

説明書（まもりすまいリフォーム保険・リフォーム事業者用）にてご確認ください。 
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１. 保険契約の申込手続きの概要（お手続きの流れ） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

着工前の準備 ○まもりすまいリフォーム保険の概要、保険契約申込等に必要な書類をご確認ください。

　
　　

工事計画
（設計）

○『まもりすまいリフォーム保険・大規模修繕かし保険　設計施工基準』に適合するように設計して

　ください。

○設計施工基準により難い仕様がある場合は、予め３条確認を申請していただく必要があります。

【請負契約の締結時】

契　　約 ○請負契約締結に基づき、当社所定の保証書を用いて瑕疵担保責任を定めてご契約ください。

保険契約の申込
○『保険契約申込書』等に必要書類を添付して、当社にご提出ください。

○保険料等は、当社が指定する期日までに口座振込みによりご入金をお願いします。

着　　工
○『まもりすまいリフォーム保険・大規模修繕かし保険　設計施工基準』に適合するように工事を

　してください。

　現場検査の実施
（既存部分のﾘﾌｫｰﾑ工事：施工

中検査）

（基礎新設増改築工事の現場検

査）

○設計施工基準への適合性を確認するため、現場検査（構造耐力上主要な部分の新設撤去がある場合

　のみ）を実施します。

　※基礎新設増改築工事がある場合には、既存部分のリフォーム工事とは別途現場検査を行います。

工事完了

現場検査の実施
（既存部分のﾘﾌｫｰﾑ工事：

完了時検査）

○設計施工基準への適合性を確認するため、現場検査（完了時検査）を実施します。

工事完了日の確認

保険証券の発行申請
※「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」に代えて、「リフォーム工事

完了日確認書」「契約内容確認シート」及び「保険証券発行申請書」をご提出いただくことも可能です。

○当社から発行された『保険証券』は、保険金請求時等に必要になりますので、

　保険期間満了日まで保険契約者が適切に管理してください。

引き渡し ○住宅取得者に『保険付保証明書』をお渡しください。

○保険証券の発行申請時までに、発注者に『住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の概要』をお渡しし、

　保険内容をご了解いただいたことを確認するため「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保

険証券発行申請書)」に署名または記名押印をいただき、ご提出ください。なお『リフォーム工事完了日確認書

（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)』に代えて『契約内容確認シート』をご提出いただくことも可能

です。

 ○当社の現場検査が完了し、保険対象リフォームの工事が完了したことについて、保険契約申込者様・発注者様

の双方で確認してください。「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」の

工事完了確認日に確認した日付を記載してください。工事完了確認日が住宅リフォーム保険の保険開始日となり

ます。

なお、現場検査において指摘事項等があった場合には、指摘内容を是正した後、現場検査員による確認を受ける

ことが必要です。現場検査員による確認が完了するまでは現場検査の完了とならず、保険契約を締結することが

できません。また、発注者様に『住宅リフォーム瑕疵担保責任保険の概要』をお渡しし、保険内容をご了解いた

だいたことを確認するため、「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」に

署名または記名押印をいただいてください。

Ⅱ 保険契約の申込手続きについて 
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（１）保険対象となる住宅の要件 

①築年数、構造、工法は問いません。 

ただし、共同住宅・併用住宅(店舗注1付き戸建住宅等)の場合は以下のとおりです。 

・3 階建て（地階がある場合は、地上2 階地下1 階等）以下かつ 500m²未満であること。 

・4 階建て（地階がある場合は、地上 3 階地下 1 階等）以上または 500m²以上の場合は各住戸内部のリフォ

ーム工事のみ対象注2）となります。 

注 1）居住の用に供する部分がない店舗から住宅にリフォームする場合はお引受けすることができません。 

注 2）分譲マンションの場合は専有部分、賃貸マンションの場合は専有部分に相当する部分となります。併用住宅の場合、店舗

等（住戸以外）の内部リフォーム工事部分は対象外となります。 

②構造耐力上主要な部分に係る工事を実施する場合は、新耐震基準に適合している住宅であること。 

 新耐震基準に適合させる耐震改修工事は保険対象となります。 

③リフォーム工事請負契約に基づき、当社所定の保証書で瑕疵担保責任について約定していること。 

④当社が定める設計施工事基準に適合しているリフォーム工事であること。 

⑤基礎を新設して増改築工事を行う場合は、「基礎新設増築特約」を付帯してお引受けします注3）。 

 注3）基礎新設増築特約を付帯できるのは、増築工事部分を居住の用に供する場合のみです。 

 

（２）保険契約申込の留意事項 

①設計 

  「まもりすまいリフォーム保険・大規模修繕かし保険 設計施工基準」※に適合するよう設計をお願い致

します。設計施工基準により難い仕様がある場合、保険申込前に同基準第３条にもとづき確認（以下「３

条確認」といいます。）を受けるか、既に３条確認がされている建材等を用いることが必要です。ご不明

な点がありましたら、当社コールセンターにご相談ください。 

②請負契約の締結 

 保険の対象となるリフォーム工事を請け負う際は、リフォーム発注者様との間で請負契約書を締結、

または請負契約書に代わる書面を交わし、契約内容を明示いただくようお願い致します。 

③保証書の発行 

保険の対象となるリフォーム工事が完了したら、リフォーム発注者様に対し、当社指定の書式による

保証書※を発行していただきます。この保証書に基づく保証を行うことにより、保険金支払い事由となる

瑕疵担保責任を履行したこととなります。なお、保証範囲を超えた内容の保証書を発行していただくこ

とも可能ですが、当該リフォーム保険での保険金支払対象とはならないことにご注意ください。 

④リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書) 

リフォーム工事完了後、リフォーム発注者様に以下の書類をお渡しいただき、ご説明をお願い致します。 

・「リフォーム発注者のみなさまへ まもりすまいリフォーム保険の概要」 

・「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」 

※ 保険契約内容のうちリフォーム発注者様に特に知っていただきたい事項をご説明いただき、チェック欄にチェックを

記入してください。また、保険対象リフォームの工事が完了したことについて、保険契約申込者様・発注者様の双方

で確認してください。この書面に記載された工事完了確認日（引渡予定日）が住宅リフォーム保険の保険開始日

となります。 

リフォーム発注者様および保険契約申込者様の署名または記名押印し、当社にご提出ください。 

※ホームページからダウンロードをお願いします（https://www.mamoris.jp/download/「帳票ダウンロード」）。 
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（３）保険契約申込 

①お申込み方法 

「まもりすまいリフォームシステム」または当社までメール、Ｆａｘでお申込みください。 

■メールアドレス ohwmadoguchi@mamoris.jp 

■FAX 03-5733-5380 

 

②保険契約申込の単位 

リフォーム保険の契約申込は、リフォーム工事の請負契約ごとに行います。 

 

③申込プラン 

 保険契約は以下の4 つのプランに区分されます。 

申込プラン 工事内容 

A 基本プラン 

構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に

ついて新設、改修、およびそれらを伴う撤去等を含むリフォ

ーム工事（内外装・設備工事を含む場合も該当） 

B 内外装・設備プラン 
住宅本体または住宅本体に接続されている設備・内装等の工

事（防水性能を伴わない外壁の塗装等の外装工事を含む） 

C 増築のみ 基礎を新設する増改築工事（別棟） 

D 増築＋基本プラン 

基礎を新設する増改築工事、既存住宅部分の構造耐力上主要

な部分または雨水の浸入を防止する部分について新設、改

修、改変およびそれらを伴う撤去等を含むリフォーム工事 

※基礎を新設して既存住宅に接続する場合も含む 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 RE-T20250406 

 
 

10 

④保険契約申込に必要な書類 

③の申込プランにより、提出書類が異なります。 

D「増築＋基本プラン」の場合、AB およびC の書類をご提出ください。 

（◎：全事業者様 ○：該当する場合） 

申込 

プラン 

提出書類 備  考 

D 

A

B 
C 

既
存
部
分
の
工
事 

基
礎
新
設
増
築
改
築 

◎ ◎ １ まもりすまいリフォーム保険 

保険契約申込書※ 

・書類申込の場合 

◎  ２ 保険対象リフォーム工事内容申告書 ・リフォーム工事を行う部位等についてチェックをし

ていただき、ご提出ください。 

・「既存部分のリフォーム工事」を行う場合（A、B、

D の場合）、ご提出ください。 

※保険対象リフォーム工事内容申告書の記入に漏れ

や誤りがある場合、保険金のお支払いができない場

合がありますのでご留意のうえ、ご記入ください。 

※ホームページからダウンロードをお願いします（https://www.mamoris.jp/download/「帳票ダウンロード」）。  
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申込 

プラン 

提出書類 備  考 D 

A

B 
C 

◎ ◎ ３ リフォーム工事に係る工事請負契約書等

（次のいずれか）（写） 

イ．工事請負契約書 

ロ．注文書（発注書）及び請書  

イまたはロのいずれかがご提出ができない場合、 

注文書に「工事名称」、「請負金額」が記載され、発注者およ

び請負者の署名または記名押印の全てがある場合は、注文書

のみご提出いただくことも可能です。 

○ ○ ４ 契約内容確認シート 「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証

券発行申請書)」に代えて、ご提出いただくことも可能です。 

◎  ５ リフォーム工事に係る見積書等 

（次のいずれか）（写） 

 

イ．見積書 

ロ．イ以外の工事費用の内訳がわかる書面 

・工事の項目が明示されている見積書等をご提出ください

（「一式工事」等の工事ごとの内訳がわからない見積書等は

不可）。 

 

  6 設計図書一式   

◎ ◎  イ．現場所在地に関する資料 ・現場所在地がわかるもの（住宅地図等のコピー可）をご提出

ください。 

 ◎  ロ．配置図 

 

・「基礎新設増改築工事」の場合、増築工事部分を明記したも

のをご提出ください。 

〇 

 

〇  ハ．平面図 

（またはこれに代わる図面等） 

・「構造耐力上主要な部分の工事」及び「基礎新設増改築工事」

の場合のみご提出ください。 

〇 〇  ニ．立面図 

（またはこれに代わる図面等） 

 

・「構造耐力上主要な部分の工事」及び「基礎新設増改築工

事」の場合のみご提出ください。 

◎   ホ．リフォーム工事の詳細がわかる書面 

  

工事内容に応じて当社から依頼した場合に必要な書類をご提

出ください。 

 ○  ヘ．基礎の状況に関する次のいずれかの資

料 

 

ⅰ）基礎伏図および矩計図（矩計図は

断面図でも差し支えない。） 

ⅱ）基礎の断面・配置・配筋状況がわ

かる資料（平面図または立面図等

へ記載したものでも差し支えな

い。） 

 

・木造住宅の「基礎新設増改築工事」の場合、ご提出ください。 
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申込 

プラン 

提出書類 備  考 D 

A

B 
C 

 ○  ト．２階の状況に関する次のいずれかの資

料 

 

ⅰ）２階床伏図 

ⅱ）２階の床の火打ち梁の位置がわかる資

料（平面図に火打ち梁の位置を記載して

ください） 

・木造住宅の「基礎新設増改築工事」の場合、ご提出ください

（３階建ての場合は３階床伏図も含む。）。 

なお、建築基準法第68 条の10にもとづく「型式住宅適

合証明書（主要構造部の認定を受けたものに限る。）」の写し

を添付する場合は、提出を省略できます。 

 

 ◎  チ．防水措置の状況に関する次のいずれか

の資料 

 

ⅰ）矩計図 

ⅱ）外壁、屋根、バルコニーの防水措置の状

況がわかる資料（平面図または立面図等

に壁、屋根、バルコニーの防水措置の状況

を記載してください。 

・「基礎新設増改築工事」の場合、ご提出ください。 

○ ◎  リ．地盤調査に関する次のいずれかの資料 

 

ⅰ）地盤調査報告書（考察含む） 

ⅱ）現地調査チェックシート※4 

 

・「基礎新設増改築工事」の場合、ご提出ください。 

・「既存部分のリフォーム工事」で、２階を重ねて増築を行う

場合や住宅の荷重が著しく重くなるリフォーム工事を行う

場合、ご提出ください。 

 

※4 ２階建以下の木造住宅の場合は、地盤調査報告書に代え

て現地調査チェックシート（チェックの結果、地盤調査が不

要と判断されたもの）に代えることができます。 

 ○  ヌ．基礎設計のためのチェックシート ・木造住宅の「基礎新設増改築工事」で、地盤補強の要否等の

判断根拠（考察）とした場合、ご提出ください。 

 ○  ル．構造図 

ⅰ）標準仕様書 

ⅱ）特記仕様書 

ⅲ）標準配筋図 

ⅳ）伏図（杭伏図、基礎伏図、各階床伏

図、屋根伏図） 

ⅴ）軸組図 

ⅵ）リスト（杭、基礎、基礎梁、柱、梁、

壁、スラブなど） 

ⅶ）配筋詳細図 

 

・木造住宅以外の「基礎新設増改築工事」の場合、ご提出くだ

さい。 

なお、建築基準法第 68 条の 10 にもとづく「型式住宅適

合証明書（主要構造部の認定を受けたものに限る。）」の写し

を添付する場合は、提出を省略できます。 

 

○ ○ 7 確認済証（写）または確認申請書（写） ・当該リフォーム工事が建築確認を受けている場合にご提出く

ださい。 
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申込 

プラン 

提出書類 備  考 D 

A

B 
C 

○  8  新耐震基準に適合することを証する書面 

  （次のいずれか） 

・耐震基準適合証明書（写） 

・建設住宅性能評価書（既存住宅）（写） 

・新耐震基準に適合する改築工事等につ

いて、建築確認を受けている場合は、

検査済証（写） 

・「木造住宅の耐震診断と補強方法」にお

ける耐震診断結果※6 

・構造計算書 

・壁量計算書 

・「構造耐力上主要な部分に係る改修を実施かつ建築確認日が

1981 年5 月31 日以前の場合」の場合、ご提出ください。 

 

※6 一般財団法人 日本建築防災協会による「木造住宅の耐

震診断と補強方法」における耐震診断結果 

[1]一般診断法 

[2] 保有耐力診断法（精密診断法） 

[3] 保有水平耐力計算による方法（精密診断法） 

[4] 限界耐力計算による方法（精密診断法） 

[5] 時刻歴応答計算による方法（精密診断法） 

○ ○ 9 設計施工基準 第３条確認書 ・設計施工基準により難い仕様（不適合な部分）がある場合、

事業者様は、事前に３条確認を行うか、または既に３条確認

がされている建材等を用いることが必要です。保険申込窓

口または建材メーカー等から発行される３条確認書のコピ

ーをご提出ください。 

○ ○ 10 リフォーム団体会員であることを証する

書面（写） 

・当社が認定したリフォーム事業者団体に会員登録している

事業者様は、団体本部が発行する団体会員であることを証

する書面をご提出ください。 

○ ○ 11 住宅履歴情報の保存が確認できる資料 ・リフォーム団体等Ｓの保険対象リフォームであって、住宅履

歴情報が保存されている場合 

 

⑥「保険契約申込書受理証」等の送付 

保険契約の申込後、書類申込の場合、以下の書類を送付いたします。受理証の記載内容に誤りがない

かご確認ください。 

申込受理後に申込内容の変更が生じた場合は「保険契約申込事項変更届」に正しい内容を記入し、当

社までご提出ください。 

 

送付書類 備考 

保険契約申込受理証※1 受理証には保険契約申込書に記載の現場検査希望日を表記し

ておりますが、現場検査は保険料等の入金確認後の実施とな

りますことをご了承ください。また、工事の進捗により予定

していた現場検査日時の変更をご希望される場合には、すみ

やかに現場検査員または保険申込窓口にご連絡ください。 

ご利用料金のご案内※1 受理証記載の金額と一致しているかご確認ください。 

リフォーム工事完了日確認書（兼契

約内容確認シート・保険証券発行申

請書)※1※2 

リフォーム工事完了確認日（引渡予定日）、契約内容を確認し

ていただくとともに、保険証券発行申請をおこなうための書

類となります。 

発注者様及び保険契約者様が署名又は記名押印しご提出くだ

さい。 
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保証書（書類申請のみ）※1 

 

お申込みいただいた保証内容及び保証範囲を記載した書面と

なります。発注者様には必ず交付いただきますようお願いい

たします。 

※弊社への提出は不要（2023 年 4 月 18 日保険契約申込分

より） 

 ※1 オンライン保険契約申込の場合、「まもりすまいリフォームシステム」より出力いただきご利用くだ

さい。 

※2「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」に代えて、「リフォ

ーム工事完了日確認書」「契約内容確認シート」及び「保険証券発行申請書」をご提出いただくこと

も可能です。 

 

⑦保険料等の振込み 

    振込用紙が届いたら請求金額をご確認のうえ、２週間以内に当社指定の口座までお振込みください。 

    保険料等をご入金いただかないと現場検査を実施することができません。申込みから現場検査予定日

までの期間が短い場合はすみやかに振込み手続きをお願いいたします。 

 

２. 現場検査 

   

現場検査とは、保険契約の申込住宅のリフォーム工事の施工中や完了後の状況を、現場検査員が現地で確

認するものです。現場検査を実施する際には、申込書に記載された現場検査立会者の立会いをお願いしてい

ます。 

なお、現場検査は設計施工基準への適合を確認するためのものであり、建築基準法に定められた中間・完

了検査や建築士法に定められた工事監理とは異なります。 

  

（１）現場検査の回数と時期 

 

  ①既存部分のリフォーム工事 

 既存部分のリフォーム工事を行う場合は工事内容により検査回数が異なりますが、完了時検査は必ず

行います。 

構造耐力上主要な部分の新設・撤去の工事を含む場合には施工中の検査を実施します。 

 

工事内容 
検査 

回数 
検査時期 

構造耐力上主要な部分の新

設・撤去の工事がある場合 
２回 

１回目 
保険対象リフォーム工事の工事中で、当該工事部分に係

る構造躯体が露出している時期（施工中検査） 

２回目 保険対象リフォーム工事完了時（完了時検査） 

上記以外※ １回 保険対象リフォーム工事完了時（完了時検査） 

※ 構造耐力上主要な部分のリフォーム工事を実施する場合であっても、当該工事が構造耐力上主要な部分の新設・撤

去を伴わない場合（例：設備機器設置のために構造躯体を貫通する穴を空け、その補強をした場合 等）は、リフ

ォーム工事完了時の現場検査のみ（１回）となります。 
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②基礎新設増改築工事 

基礎新設増改築工事を行う場合はまもりすまい保険（新築）の検査回数に準じます。 

 

    <木造住宅、３階建て以下の場合> 

 

建物階数 

(地階を含む) 

検査 

回数 
検査時期 

３階以下 ２回 

１回目 基礎配筋工事完了時 

２回目 屋根工事完了時から内装下地張り直前の工事完了時 

 

（２）現場検査の日程調整 

 

保険契約申込書に記載の現場検査希望日の７日前頃までに、現場検査員より現場検査日時について確認

のご連絡をいたします。 

工事の進捗状況により予定した現場検査日時を変更する場合には、すみやかに現場検査員または保険申

込窓口（現場検査実施機関）に連絡をとり、調整を行ってください。 

  

（３）現場検査の立会い 

 

現場検査時に施工状況等に関するヒアリングを行いますので、原則として、保険契約申込書に記載の

現場検査立会者に立会いをお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発注者様への現場検査協力のお願い■ 

 

まもりすまいリフォーム保険のご利用に際しては、既に居住されている住宅の現場検査を実施す

ることになりますので、リフォーム工事発注者様にもあらかじめ現場検査の趣旨等をご説明いた

だき、ご理解いただくことが必要です。 

リフォーム工事発注者様が住宅居住者と異なる場合、登録事業者様は保険申込前にまもりすまい

リフォーム保険の主旨を住宅居住者にも以下の点をご理解いただくようお願いします。 

 

① リフォーム工事の内容により屋内・屋外の現場検査を行います。 

現場検査の実施にあたり、周囲の荷物または家具等の移動をお願いすることがあります。 

現場検査員は、責任上原則として自ら家具の移動等をすることができませんのでご協力をお

願いします。 

 

② 現場検査の際、リフォーム工事の内容により、a)電気をつける b)水を流す等により確認を行

う場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いします。 
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（４）リフォーム工事完了の確認 

 

   リフォーム工事が完了後に現場検査が完了したら、保険契約申込者様・発注者様との間でリフォーム工

事の完了を確認し以下のいずれかの書類をご提出ください。書類は当社ホームページの「帳票ダウンロー

ド」よりダウンロードできます（https://www.mamoris.jp/download/）。 

  また、現場検査において指摘事項等があった場合には、指摘内容を是正後、現場検査員による確認を受ける

までは現場検査完了とはなりません。 

   

＜リフォーム工事完了確認の流れ＞ 

    

 

 

 

 

 

   【ご提出いただく書類】 

    以下のいずれかをご提出ください。 

① 「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」 

② 「リフォーム工事完了日確認書」、「契約内容確認シート」、「保険証券発行申請書」 

※2 基礎新設増改築工事のみ行う場合は、まもりすまい保険（新築）に係る現場検査の回数および時期と同じで、屋

根工事完了時から内装下地張り直前の工事完了時となります。 

 

（５）保証書の発行 

 

リフォーム工事が完了したら、リフォーム発注者様に対し、必ず弊社指定の保証書をお渡しください。 

保証書は、お申込みいただいた保証内容及び保証範囲を記載した書面となります。発注者様には必ず交

付いただきますようお願いいたします。 

書類申請の場合は、保証内容及び保証範囲を記載した保証書をお渡しいたします。 

なお、まもりすまいリフォームシステムからオンラインで保険契約申込をされる場合は、まもりすまい

リフォームシステムより保証書をダウンロードできます。 

※保証範囲を超える内容を記載した保証書を発行されましても、保険契約の保証範囲外の部分につきま

しては、保険金支払対象となりません。 

   ※保証書の（写）のご提出は不要となります（2023 年4 月18 日保険契約申込分より）。 

 

３. 保険証券発行 

 

   リフォーム工事が完了し、保険契約申込者様・発注者様間で工事の完了をご確認いただいたら、以下の「保

険証券発行申請に必要な書類」をご提出ください。ご提出がない場合、保険契約が締結したことになりませ

んので、忘れずに申請をお願いたします。 

 

 

リフォーム 
工事完了日 

 

保険証券 
発行申請 

 

現場検査 
完了日※ 

 

保険証券 
発行 

 

工事完了 
確認日 

（引渡 
予定日） 

 
保険期間 
の始期 

＝ 

 
保険期間 
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（１）保険証券発行申請に必要な書類 

     （◎：全事業者様 ○：該当する場合） 

 提出書類 備 考 

◎ 1）リフォーム工事完了日確認書（兼契約

内容確認シート・保険証券発行申請書)

（写） 

・当社指定の書面を利用してください。 

・リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シー

ト・保険証券発行申請書)またはリフォーム工事完

了日確認書に記載されている「工事完了確認日（引

渡予定日）」が保険開始日となります。 

○ 2）保険証券発行申請書※1 

○ 3）リフォーム工事完了日確認書（写） 

※1 

○ 4）契約内容確認シート※1 

○ 6）保険契約申込事項変更届 当初の保険契約内容に変更事項がある場合は提出を

お願いします。 

   ※1「リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書)」に代えて、ご提出い

ただくことも可能です。 

 

（２）申請書類の提出先 

「まもりすまいリフォームシステム」または当社までメール、Ｆａｘでお申込みください。 

■メールアドレス ohwmadoguchi@mamoris.jp 

■FAX 03-5733-5380 

なお、保険証券は、保険契約締結の証として発行するものです。保険申込時より契約内容の変更（保険金

額、保険の種類の変更等）が生じた場合は、必ず保険証券発行申請までにお申し出ください。 

 

（３）「保険証券」と｢保険付保証明書｣の発行 

 

保険証券が発行されることにより、保険期間が確定し、保険契約締結となります。 

書類申込の場合、当社より下記の書類を送付いたします。 

 

発行書類 

保険証券（保険契約申込者様用） 

保険付保証明書（リフォーム発注者様用） 

ちらし 保険付き住宅についての法律に基づく支援制度のご案内 

    かし保険付き住宅にお住まいの皆さまへ 

保険契約申込者様は、リフォーム発注者様への引渡しの際、「保険付保証明書」と「まもりすまいリフォ

ーム保険 契約内容のご案内（リフォーム発注者様用）」をお渡しください。 

 

 

４. 保険契約の取下げ・解除 

 

   保険契約締結までの間に保険申込の取下げを行う場合は、原則として、保険料および現場検査手数料につ

いて、それまでに要した費用を控除して返戻します。手続きや料金の詳細については、当社コールセンター

にお問合せください。 
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   なお、保険契約締結後の変更および解除については、「住宅リフォーム瑕疵担保責任保険普通保険約款」

および「まもりすまいリフォーム保険 契約内容のご案内」によりご確認ください。 
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Ⅱ  

１. 参考書式、記入例 

（１）リフォーム事業者登録申請書  

 

Ⅲ  参考 
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（２）事業概要申告書（新規用）  

 



                               

 RE-T20250406 

 
 

21 

（３）支店等届出申請書 
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（４）保険契約申込書 

   【面積の記入について】 

既存部分の床面積：2 階部分を増床する等の増築を行う場合は、増築した部分の面積を含めた面積を記入し

てください。基礎を新設して増築した部分を除く） 

増築部分の床面積：基礎を新設して増築おこなう場合、増築部分の面積を記入してください。 
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（５）保険対象リフォーム工事内容申告書 
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その他欄の記入について 

予め記載されている保険対象工事に明らかに該当しないリフォーム工事を行う場合は、その他の欄に次の記入

方法を参照のうえ、記入してください。 

 

【記入方法】 

 

 

 

 

 

 

・④の「保険対象リフォーム」欄にリフォーム工事内容を記載してください。 

・⑤ 「工事個所・範囲」の欄については、工事範囲等に応じて「全て」または「一部」と記載してください。 
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（６）リフォーム工事完了日確認書（兼契約内容確認シート・保険証券発行申請書) 
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（7）契約内容確認シート 
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（8）リフォーム工事完了日確認書 
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（9）保険証券発行申請書 
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2. よくあるご質問 
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質問 回答

1
新耐震基準に適合することを証する書面について、構造計算
書、壁量計算書等は事業者の建築士が作成したもので問題ない
か。

問題ありません。

2

1981年（昭和56年）５月３１日以前に建築確認を受けた物
件（いわゆる旧耐震）のリフォーム工事について、一部でも構
造耐力上主要な部分を改修する場合には新耐震基準に適合する
ことを証する書面が必要になるのか。

構造耐力上主要な部分の改修が含まれる場合は新耐震基準に適合することを証する書面
が必要になります。
旧耐震の住宅であっても雨水の浸入を防止する部分のみの工事の場合は新耐震基準に適
合させる必要ありません。

3

1981年（昭和56年）５月３１日以前に建築確認を受けた物
件（いわゆる旧耐震）の住宅を「減築」する場合、新耐震基準
に適合することを証する書面が必要になるのか。

旧耐震住宅の「減築」（「構造リフォーム」に該当）をする場合は、建物として新耐震
基準に適合する（耐震改修等）必要があります。このため、新耐震基準に適合すること
を証する書面の提出が必要となります。
新耐震基準適合の住宅の減築の場合は「新耐震基準に適合することを証する書面」の提
出は不要ですが、リフォーム保険では工事を行った部分が保険対象となりますので、構
造部分の撤去・新設を行う部分について工事内容がわかる書面（部分的な構造図等）の
提出が必要です。

4

渡り廊下で既存住宅に繋げる増築工事を行いますが、渡り廊下
部分は増築部分の延床面積に算入されるか。

基礎から新設する渡り廊下であれば、延床面積に算入が必要です。外廊下のような形状
の場合は、リフォーム保険の対象とならないため算入は不要です。

5

「給湯器の交換」は、「防水リフォーム」に該当するか。 屋外設置の一般的なガス給湯器の場合を例にすると、給湯器本体の撤去・新設に伴い、
電気配線、ガス配管、給水管・給湯管の撤去・新設工事が発生します。新たに外壁を貫
通する配管・配線が生じる場合はこの部分が防水工事の対象となります。
貫通部廻りのシーリング処理が伴う工事は、「防水リフォーム」として取り扱います。

6

1981年（昭和56年）5月31日以前（旧耐震）に建築した住
宅の屋根瓦をスレート屋根に葺き替える工事を予定していま
す。リフォーム保険に加入できるか。

屋根の葺替えは、「防水リフォーム」に当たりますので、リフォーム保険（基本プラ
ン）の加入が可能ですが、他の部分の工事を含め、「構造リフォーム」が伴う場合は、
住宅全体を新耐震基準に適合させる必要が生じます。
また、屋根ルーフィングの下地となる‟野地板”の新設や交換は、原則として「構造リ

フォーム」として取り扱います。
ただし、他の「構造リフォーム」を行わず、屋根葺き替え工事のみを行う場合において
は、葺替え工事に伴う屋根下地の新設・交換工事を含めて「防水リフォーム」として取
扱い、新耐震基準に適合させなくても、リフォーム保険のお引受けが可能です。

7

築年数不明の古民家住宅（伝統構法）でもリフォーム保険に加
入できるか。

古民家でも保険の加入は可能ですが、リフォーム工事の内容によって条件が異なりま
す。
「構造リフォーム」を含まない茅葺き屋根の改修等は、「防水リフォーム」として受付
可能です。ただし、材料の経年劣化や採用した工法に伴い通常生じうる雨水の浸入に対
しては保険金が支払われない場合があります。
「構造リフォーム」を伴う場合は、新耐震基準に適合することを証する書面が必要とな
ります。
しかし、古民家の耐震改修は、木造住宅と違い、梁に丸太を使っている場合が多く、耐
力壁（面材、筋かい）を設けることが難しく、一般的な壁量計算や耐震診断（一般診断
法）ができません。
したがって、構造用パネルや制振装置の設置等により補強します。
その結果、「木造住宅の耐震診断と補強方法」（財団法人日本建築防災協会　2012年
改訂）に基づく耐震診断法のひとつである「詳細診断法（時刻歴応答解析）」等により
上部構造評点が1.0以上であることが確認できる報告書の提出をもって、新耐震基準同等
として取り扱います。

8

基礎を新設して既存住宅に接続する増改築工事を予定してい
る。検査回数と検査時期について。

接続増改築の場合、検査回数は４回となります。（増改築部分に加えて、既存部分の工
事を保険対象とする場合）
増改築部分で２回：基礎配筋完了時・屋根工事完了時
既存部分で２回：施工中検査（構造体が露出する時）・完了時検査（工事が完了した
時）
なお、EXP.Jを用いて、基礎・上部躯体が構造的に連続していない場合において、「構
造リフォーム」がない場合は、既存部分で１回（工事が完了した時）となります。
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【用語の定義】 

本Q＆A 内にある用語について、以下に解説します。 

「新耐震基準に適合する住宅」・・・1981 年（昭和56 年）6 月1 日以降に建築確認申請を行った住宅 

「構造リフォーム」・・・・・・構造耐力上主要な部分について新設、改修及びそれらを伴う撤去等を含むリフ

ォーム工事〈基本プラン保険期間5 年〉 

「防水リフォーム」・・・・・・雨水の浸入を防止する部分について新設、改修及びそれらを伴う撤去等を含む

リフォーム工事〈基本プラン 保険期間5 年〉 

「内外装・設備」・・・・・・・住宅本体または住宅本体に接続されている設備・内装等の工事（防水性能を伴

わない外壁の塗装等の外装工事を含む）〈内外装・設備プラン 保険期間１年〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人 

住宅保証機構株式会社   （https://www.mamoris.jp/） 

  住所：〒105-0011 東京都港区芝公園３-１-３８ 芝公園三丁目ビル 

  電話：03-6435-8870 
      


